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平平成成２２９９年年南南丹丹市市教教育育委委員員会会第第４４回回定定例例会会会会議議録録  

 

 

 

１．日  時 平成２９年４月１２日（水） 

        開会 午後３時３０分   閉会 午後５時００分 

 

２．場  所 南丹市役所２号棟 教育委員会会議室 

 

３．付議事件 別紙議事日程のとおり 

 

４．招 集 者 委員長 武田 義史 

 

５．出席委員 委員長      武田 義史 

       委員長職務代理  髙屋 毅史 

       委 員      吉田 尋子 

委 員      城戸 貴子 

教育長      森  榮一 

 

 ６．欠席委員 な し 

 

７．事 務 局 教育次長      山内 晴貴 

       教育参事      後藤 昌則    

教育総務課長    中川 勇夫 

学校教育課長    山内 紀子 

  社会教育課長    寺田 成樹 

 

８．傍 聴 人 な し 

 

 

 

 

 

 

 

日日程程１１  開開会会  

  委員長が平成２９年南丹市教育委員会第４回定例会の開会を告げる。 

 

 

日日程程２２  会会議議録録作作成成者者のの指指名名  

委員長から会議録作成者に中川教育総務課長を指名する。 

 

 

日日程程３３ 会議録の承認 
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日日程程４４  報告事項 

 

（１）主な行事報告等 

 

（教育長） 

■３月２３日、市内７小学校において卒業証書授与式が挙行された。２３３名の卒 

業生が学び舎から巣立って行った。 

■３月２４日、市内１２小中学校で修了式が行われ、平成２８年度の全ての教育活

動を終了した。同日午後には、山村留学センターで平成２８年度の山村留学生８

名の退所式が行われた。 

■３月３０日、３月議会が閉会した。 

■４月３日、教育委員会臨時会を開催した。 

■４月４日、平成２８年度末及び平成２９年４月１日付け人事異動による府費負担 

教職員の転退任式を開催した。 

■４月６日、同じく平成２９年度府費負担教職員の新着任式を行った。新着任式終

了後、平成２９年度第１回目の校園長会議を開催した。今年度も引き続き、南丹

市教育委員会としての教育施策・各学校園の経営等に関して、人権教育を基盤と

した営みを大切に、平成２９年度南丹市教育委員会「教育の指針」に基づく学校

園経営を求めた。 

■４月８日、平成２９年度の山村留学生の入所式を行った。昨年度の山村留学生８

名のうち２名が引き続き入所し、新たに加わった４名と合わせて６名でスタート

した。 

■４月１０日、小中学校１２校と幼稚園で始業式が行われ、平成２９年度の教育活 

動がスタートした。 

■４月１１日、小学校の入学式が行われ、７校合わせて２４１名が入学した。 

■４月１２日、中学校の入学式が行われ、４校合わせて２１１名が入学した。園部 

高校付属中学校には南丹市内より１５名が入学。桜が丘中学校においては、４月 

１日現在、新１年の在籍がないことから入学式は行われていない。 

 

○南丹市教育委員会の後援承諾について 

（事務局） 

資料に基づき報告 

 

 

日日程程５ 議事 

 

報告第４号  専決処分について 

 

（事務局） 

南丹市教育委員会教育長事務委任規則第３条第１項の規定に基づき、小中学 

校の主任の任命について専決処分をした。小中学校の主任の任命については、 

南丹市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則に基づいて、校長が専任し 

て教育委員会の承認を得ることとなっている。 
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[採決] 

報告第４号について委員長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。 

 

 

議案第１０号 かやぶきの里・南丹市美山町北伝統的建造物群保存地区保存計画 

の一部変更について 

 

（事務局） 

かやぶきの里・南丹市美山町北伝統的建造物群保存地区保存計画の一部変 

更について、資料により説明。 

 

（高屋委員） 

指定物件の場所は保存地区集落の中にあるのか。また、保存地区集落内で 

あるならば、トタン屋根で修理を行うよりも茅葺で修理を行う方が保存地区 

の景観に合っているのではないか。 

 

（事務局） 

指定物件については保存地区集落内に存在する。また、修理に関しては地 

区内でも議論があり、修理を行う場合はトタンではなく、茅葺で修理される 

方向で検討されている。 

 

[採決] 

議案第１０号について委員長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。 

 

 

議案第１１号 南丹市指定文化財の追加指定について 

 

  （事務局） 

    南丹市指定文化財の追加指定について、資料により説明。 

 

（高屋委員） 

指定文化財に指定されるとどのようなメリットがあるか。 

 

（事務局） 

樹木の場合、市の文化財として指定されていないと府の補助対象にならな 

い。 

 

（高屋委員） 

小出文庫の場合はどうか？ 

 

 

（事務局） 

小出文庫は市教委の所有で博物館に保管されており、市の文化財に指定さ

れることで目に見えたメリットがある訳ではないが、指定されることで様々
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な京都府の刊行物に載る機会がある。また府の指定を受けるにはまず市の指

定を先に行っておく必要がある。 

 

（高屋委員） 

文化財に指定されたことによって、小出文庫を一般市民に公開する予定は 

あるのか。 

 

（事務局） 

小出文庫は文化博物館で所蔵をしているので、展示する機会を設ける予定 

である。また文化博物館により、市が所有する文化財についての広報も行う 

予定である。 

 

  [採決] 

   議案第１１号について委員長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。 

 

 

日程第６ その他 

 

（１） 文部科学省受託事業について 

   （２） 教育委員会年間研修計画等について 

 

  （事務局） 

    文部科学省受託事業、教育委員会年間研修計画等について資料により説明 

 

   （３） 主な行事予定等説明 

     

   [次回定例会について] 

 

   （委員長） 

     今後の日程について５月２２日（月）午後１時００分から開催としたい

がどうか。 

 

   （委員） 

     委員長から各委員一人一人に諮り、全員一致で同意する。 

 

（午後５時００分閉会） 
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南丹市教育委員会会議規則第１９条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

平成  年  月  日  

 

 

 

         南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員 長               

 

 

         南丹市教育委員会委員長職務代理者               

 

 

         南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員               

 

 

         南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員               

 

 

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 長               

 

 

         （会議録調製者） 

         南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 次 長               

 

 

 

 

 

 


